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 権利擁護部会 報告書 

会議名 第３回 権利擁護部会  

開催日時 令和６年３月12日（火） 14時 00分から 16時 00分まで 

開催場所 板橋区役所 北館９階 大会議室Ａ 

出席者数 14名（１名欠席） 傍聴者数 ２名 

 

報告事項（５件） 

議題名 令和５年度障害者差別解消法セミナーの実施報告 

概要 
・Web配信したセミナー動画の視聴回数、アンケートの回答内容等について報告した。 

・次年度は、対面形式とWeb 配信形式の両方を取り入れた開催方法を提案した。 

主な意見・
質問／回答 

・セミナーの内容について、周囲の反響がよかった。期間限定の配信だったが、見逃し

配信などをやっていただけるとありがたい。 

→講師謝礼の都合上、常時再配信することは難しいが、障がい者週間にあわせて過去の

動画を期間限定で再配信するなど、方法を検討していく。 

・今回、特別支援学校の様子がよくわかる内容になっているので、就学前の親御さんに

も見ていただけるように周知してはどうか。 

→撮影に協力していただいた、高島特別支援学校などと協議して検討していく。 

今後の 
方向性 

次年度も引き続きセミナーの内容等について、当部会で検討し、進捗状況、実施結果を

報告していく。 

 

議題名 事例勉強会の実施報告 

概要 
・検討した２事例について、それぞれの検討ポイントや参加者の主な意見を共有した。 

・次年度の開催方法について、他部会への協力を依頼する方向性を提案した。 

主な感想・
意見 

・当事者からの意見を聞くことができてよかった。本人はもちろんだが、家族も含め

て、地域での生活を支えていきたい。 

・多職種連携が求められているところなので、当部会だけではなく、ほかの視点も入

ると、より深い検討ができると思う。事例検討だけで終わらず、何かにつなげられ

るような発展性があるとよい。 

・事例によって、協力を依頼する部会を広げられるとよい。令和４年度から始まった

当勉強会で蓄積された知識を生かして、現在目の前にある事案が解決されるように

活用してもらいたい。 

今後の 

方向性 

・事例内容を踏まえ、他部会へ勉強会参加等の協力依頼を広げ、充実した検討を図る。 

・検討ポイント・結果や参加者の感想を、引き続き当部会にて報告し、参会者以外の部

会員にも学びを共有する。 

 

議題名 令和５年度障がい者虐待防止研修の実施報告 

概要 
・研修の概要、参加者数、アンケート回答内容等について報告した。 

・次年度についても、虐待防止研修を実施する方針を示した。 
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主な意見 

・講師による講演内容の資料を区のホームページで公開する。 

・対面形式の方が質が高く、参加者の満足度があがる一方、事業所として多くの職員

は研修に派遣できない実態もあり、Web配信形式の方が勝手がよい面もある。開催

方法について、工夫して取組んでいきたい。 

今後の 

方向性 
引き続き当部会で研修の実施報告を行っていく。 

 

議題名 板橋区における障がい者虐待の通報等受付状況 

概要 

・令和６年２月末時点での虐待受付件数、虐待認定件数の内訳等について報告した。 

・上記時点で受け付けた通報・相談のうち、虐待認定した事例および、虐待認定以外の

事例概要と対応状況を報告した。 

主な意見・

質問／回答 

・地域での見守り体制を整えるうえで、区の関係部署以外で連携している支援機関があ

れば知りたい。 

→ハートワークや区立障がい者福祉センター等の支援機関と協力して対応する場合も

ある。 

・施設従事者等による通報事例は、継続して対応しているのか。調査後、支援状況が改

善されているのか、実際に支援現場に視察して確認するなど、継続した対応が必要。 

→報告した事例については、口頭指導の際に支援状況を確認している。今後も関係所管

と連携しながら、再度現状確認を行う予定である。 

今後の 

方向性 
引き続き当部会で、虐待の通報状況について、報告していく。 

 

議題名 
板橋区成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」という）に基づく取組の進捗

状況について 

概要 
・基本計画の施策目標と主な取組内容、取組の実績件数等について報告した。 

・成年後見制度に関する障がい当事者部会からの意見を報告した。 

主な 

質問／回答 

・成年後見制度は、介護保険サービス利用を想定して改変された経緯があり、障がい者

の方には使いづらい部分がある。障害者権利条約の批准も踏まえ、社会モデルの考え

方に即した内容に改正される動きがある。 

・権利擁護センターではアセスメントやアウトリーチなども含めて、申立てのサポート

をしている。手続き等でくじけず、相談してもらいたい。 

・成年後見制度の信頼性担保は国が取組んでいるところ。後見人への信頼性という面で

は、実際に後見人活動を行っている専門員、後見人が見本を示すところであり、しっ

かり PRしていきたい。 

今後の 

方向性 

必要に応じて、成年後見制度に関する地域連携ネットワークの進捗状況や検討結果等に

ついて、次回以降の当部会で報告する。 

 

その他（１件） 

議題名 令和６年度の活動スケジュール案 

概要 令和６年度における部会および事例勉強会の開催時期について、目安時期を報告した。 

 


